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本公募では、未利用地となっている東神戸フェリーセンタービル跡地を活用して、神戸港の振興や周辺地区の利便性向上・活性化等を推進するため、貸付けによって当該地を活用する事業者を広く募集した。
優先交渉権者に選定した事業者から、神戸港における中古車流通事業を活かした「レンタカー・中古車の保管場」、住民や商業施設利用者を顧客とする「洗車場」、として同地を活用する事業計画が示された。
この計画は、公募要項で示す基本的要件を満たし、周辺との調和や利便性向上、活性化において一定の効果が期待できるほか、神戸港振興への寄与について、経済動向等に依るため現状不確実な部分もあるものの将来的な効果が期待されうるものと評価した。
　長く存続できる施設であるよう、地域住民からの理解・信頼を得ること、また、神戸港の振興に資するよう中古車販売に対する努力が望まれる。

 令和８年３月17日 
港湾局所管地（東灘区青木1丁目）貸付事業者選考委員会
委員長　田端　和彦




付帯意見

今後の本事業の持続のため、実施に当たって、青木南地区まちづくり協議会と丁寧な協議を行い、地元の理解を得ることが求められる。そのことを踏まえ、事業計画の実現に向けて以下の諸点を特に留意されたい。

· 周辺住宅の住環境及び周辺商業施設との調和に留意し、地元と丁寧に調整されたい。

· 共同事業体である２社間の基本的な関係を整理のうえ、その役割並びに責任（リスク）分担を明確化し、強固な事業体制を構築されたい。
